
6 広報おくしり 令和元年12月号マイナンバーカード

広
　
告

マイナンバーカードの申請方法がより手軽になります
　奥尻町でのマイナンバーカードの交付申請方法は、現在「交付時来庁方式」のみとなっ
ていますが、令和元年12月６日からは、新たに「申請時来庁方式」も可能となります。
　この申請時来庁方式は、マイナンバーカードの交付申請をされる場合に、ご本人確認
などのために1回のみ来庁していただくことにより、後日マイナンバーカードを受け取
る際は、再度来庁する必要がありません。また、申請に必要な顔写真も無料で撮影しま
すので、住民のみなさんのご負担を少なくしてより手軽にマイナンバーカードを取得す
ることができるようになりますので、ぜひ新しい申請方法をご利用ください。

【申請時来庁方式の流れ】※新たに実施する申請方法（なお、これまでの申請方法も引き続き可能です。）

【持参するもの】
•通知カード
•本人確認書類（運転免許証など）
•�住民基本台帳カード（お持ちの
場合）
•暗証番号（事前にご準備ください）
•印鑑（認印でも可能です）
※�顔写真は窓口で撮影ができる
ため不要ですが、持参されて
も構いません。その場合は、縦
4.5cm・横3.5cmのサイズで6
か月以内に撮影された正面･無
帽･無背景で鮮明なものをご用
意ください。
※�初めて申請される場合、交付手
数料（800円）はかかりません。

申請書の送付等は役場で行い
ますので、ご本人による送付
は不要です。

暗証番号のご準備について
以下の４種類が必要です。

①住民基本台帳事務用（数字4文字）
②券面事項入力補助用（数字4文字）
③利用者証明用（数字4文字）
④�署名用（英数字６文字以上16文
字以内）

　①～③は同じ数字にすることがで
きます。

　このページの内容については、奥尻町のホームページ（http://www.town.okushiri.lg.jp）にも詳しく掲載
していますので、ぜひご覧ください。

マイナンバーカードは、各種手続きやサービスをご利用される際に、ご自身のマイナンバー
や確実な本人確認ができる公的証明書として機能するほか、今後は、健康保険証としての
利用やスマホ決済などのキャッシュレスでお買い物をした場合などにポイントが付与され
る制度など、マイナンバーカードと連携したサービスの実施が予定されています。

マイナンバーPRキャラクター「マイナちゃん」

　カードが発行されまし
たら役場からご自宅へ送
付します。
※�申請から受取りまで約
1か月程度かかります。
※�受取り時に配達員へ運
転免許証や健康保険証
などの提示が必要とな
ります。

窓口に来庁
（総務課戸籍係・青苗支所）

申請・発行
（郵送･オンライン）

カード発送･受け取り
（本人限定受取郵便で自宅へ送付）

【マイナンバーカードに関するお問い合わせ先】　総務課戸籍係　☎01397－2－3402


